
令和4 年4 月1 日からの使用料改定ご案内
松阪市では、公共施設を利用している方と利用していない方との負担の公平性を確保するため、全施設に統一
した施設使用料の算出方法を定めました。
これによって、公民館の使用料が改定となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
主な改定と使用料につきましては、以下のとおりです。

記
◆冷暖房費を含んだ使用料となります。
◆趣味クラブサークル等社会教育関係団体については原則減免です。
※ただし、規定回数をこえる利用の場合等は有料になる場合があります。

公民館の使用料一覧表

使用区分 
令和4 年3 月3 1 日までの使用料 令和4 年4 月1 日以降の使用料 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

8 : 3 0 - 1 2 : 0 0  1 3 : 0 0 - 1 7 : 0 0  1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0  8 二3 0 - 1 2 : 0 0  1 3 : 0 0 ̃ 1 7 : 0 0  1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0  

大会議室 
会場 半8 8 0  半8 8 0  半1 , 1 0 0  

半2 , 5 6 0  半2 , 6 4 0  半2 , 2 0 0  
冷暖房 羊8 8 0  半8 8 0  羊8 8 0  

調理室 会場 半8 8 0  半8 8 0  半1 , 1 0 0  半1 , 1 2 0  半1 , 2 8 0  半9 6 0  

小会議室 
会場 半5 5 0  半5 5 0  半7 7 0  

半1 , 2 1 0  半1 , 3 8 0  半1 , 0 4 0  
冷暖房 半5 5 0  半5 5 0  半5 5 0  

和室 
会場 半5 5 0  半5 5 0  半7 7 0  

半1 , 5 3 0  半1 , 6 5 0  半1 , 3 1 0  
冷暖房 半5 5 0  半5 5 0  半5 5 0  

グラウンド ( 中郷“嬉野辛気郷)  
会場 照明使用料1 時間当たり 半2 2 0  半1 , 3 2 0  半1 , 3 2 0  半2 , 6 4 0  

体育館 ( 中郷“嬉野辛気郷)  
会場 照明使用料1 時間当たり 半2 2 0  半1 , 2 3 0  半1 , 3 5 0  半1 , 3 2 0  

陶芸室( 嬉野辛気郷)  会場 半1 , 1 0 0  半1 , 1 0 0  半1 , 6 5 0  半8 2 0  半8 2 0  半1 , 2 3 0  
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